
 

【事業の内容】 

上里町では、「どこでも、だれでも、気軽に利用できる交通サービス」を基

本理念に掲げ、町民の利便性の向上のため、これまでの町内巡回バスをリニュ

ーアルし、上里町コミュニティバス「こむぎっち号」を平成 28 年３月より運

行開始しました。  

 

【事業年度】 

平成 27 年度～平成 32 年度（平成 28 年３月運行開始）  

 

【予算額（千円）】 

５４，２２５千円（平成 28 年度）  

 

【財源】 

一般財源（町）  

 

【事業実施に至った背景・経緯】 

平成 15 年から上里町内で運行しておりました町内巡回バスは、車両の老朽

化や利用者数の低迷などの課題が挙げられておりました。  

町では、平成 26 年度に町民アンケートや利用者アンケート、老人クラブへ

のアンケートを行うとともに、町民の方に参加していただくワークショップを

開催し、町公共交通の現状と課題をまとめ、「上里町地域公共交通サービス計

画」を策定しました。計画では、「どこでも、だれでも、気軽に利用できる交

通サービス」を基本方針に掲げ、新たな公共交通としての運行方針を「町内巡

回バスの強化型による継続方式」としました。  

計画を受け、平成 27 年度には「上里町地域公共交通活性化協議会」を開催

し、新コミュニティバス実施計画や運行事業候補者などについて協議・審議を

行い、平成 28 年３月１日より新たな公共交通として「上里町コミュニティバ

ス『こむぎっち号」を運行開始しました。  

  

上里町コミュニティバス「こむぎっち号」運行事業  

－  Ｎｏ .５９  上里町－ 

分野区分  Ｄ  



【事業のＰＲポイント】 

運行方針を「町内巡回バスの強化型による継続方式」と定め、上里町におけ

る公共交通の必要性を確認し、住民が望んでいる「上里スタイル」を検討する

とともに、新コミュニティバスとしての方針を次のとおりとしました。  

○  町内巡回バスの運行経路・時刻表の見直しを行う  

○  有償運行とする  

○  高齢者を中心とした交通弱者のニーズ、目的地を反映する  

○  運行日・運行時間を町内巡回バスより拡大する  

 

 これに伴い、新コミュニティバスの運行内容を次のとおりとなりました。  

名   称：上里町コミュニティバス「こむぎっち号」  

運 行 日：月曜日から土曜日（祝日も含む）  

      ※日曜日と年末年始（12 月 29 日～１月３日）は運休  

運行時間：おおむね午前８時から午後６時まで  

運行路線：中央ルート・北部ルート・南部ルートの３路線  

     ①中央ルート  

      上里ＳＡとウニクスを結ぶ町内公共施設や大型商業施設を通る路

線で、マイクロバスタイプ２台による交互運行となります。定時制

を重視し各バス停には１時間５分に１本の割合で、上里ＳＡ行・ウ

ニクス行バスが来る設定となっています。  

     ②北部ルート・南部ルート  

      中央ルートとは違い、各ルートワンボックスタイプ１台での運行

で、中央ルートへの乗り継ぎを考慮した路線となっています。  

運   賃：１乗車 100 円・１日券 300 円  

     ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示した

方、未就学児（保護者同伴が条件）は無料  

 

【事業実績・成果・今後の展開】 

平成 27 年  ５月 14 日  第１回上里町地域公共交通活性化協議会  

平成 27 年  ６月 15 日  第２回上里町地域公共交通活性化協議会  

平成 27 年  ７月  ７日  第３回上里町地域公共交通活性化協議会  

平成 27 年  ８月 10 日  運行事業候補者選定委員会  

平成 27 年 10 月  ２日  第４回上里町地域公共交通活性化協議会  

平成 28 年  ３月     運行開始  

平成 28 年度（予定）   ＯＤ調査等実施  

 

 

 

〔  連絡先  〕  総合政策課   ０４９５（３５）１２３８（内線３４０２）  


